
２ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 

 

日 時 平成２２年２月１９日（金）    

午後１時３０分          

場 所 秦野市役所西庁舎３階会議室    

 

次     第 

 

１ 開  会 

２ 前回会議録の承認 

３ 教育長報告 

 (1) 臨時代理の報告について 

 報告第２号 平成２１年度秦野市教育委員会教育長表彰の候補者の追加について 

                                  （資料 １  教育総務課） 

(2) 学校事故に係る損害賠償専決処分の報告について        （ 〃  ２  学校教育課） 

 (3) 第１回秦野市学校教材選定検討委員会の開催結果について   （ 〃  ３  教育指導課） 

 (4) 鶴巻地区幼保小連携教育研究報告会について        （ 〃  ４    〃  ） 

 (5) 宮永岳彦記念美術館展示替えについて           （ 〃  ５  生涯学習課） 

 (6) 第５５回秦野市駅伝競走大会の結果について        （ 〃  ６  スポーツ振興課） 

 (7) 第６４回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の結果について（ 〃  ７    〃  ） 

 (8) 第６１回全国植樹祭記念第２３回夕暮祭短歌大会について  （ 〃  ８  図 書 館） 

 (9) 秦野市立南が丘小学校外国語活動研究報告会について    （ 〃  ９  教育指導課） 

 (10) 平成２２年３月の開催行事等について     （ 〃  10  教育総務部・生涯学習部） 

 (11) 大根小学校への苦情対応について       （ 〃 11  教育総務課・教育指導課） 

 (12) 子どもの事件・事故について               （ 〃 12  教育指導課） 

４ 議  案 

(1) 議案第３号 平成２２年度秦野市一般会計（教育費）予算について 

(2) 議案第４号 平成２１年度秦野市一般会計（教育費）予算の補正について 

５ 協議事項 

 (1) 幼小一貫教育を推進するための取組みについて 

 (2) 教科用図書採択検討委員会のあり方について 

６ 閉  会 
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平成２２年２月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２２年２月１９日（金）  午後１時３０分～午後６時００分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
委員長 髙野 二郎  委員長職務代理者 望月 國男 

 委 員 髙 照江  委 員 加藤  剛  教育長 金子 信夫 

 欠席委員 なし 

 委員以外 

 の出席者 

教育総務部長 鈴木 和彦 

教育総務部参事 熊澤 広明 

教育総務課長 二階堂 敬 

学校教育課長 牛田 洋史 

教育指導課長 高木 俊樹 

教育研究所長 相原 雅徳 

生涯学習部長 露木  茂 

生涯学習課長 横溝 昭次 

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 井手 則夫 

図 書 館 長 和田 義満 

教育総務課課長補佐(庶務担当) 小山田 豊彦 

教育総務課庶務班主事 笹森 信之 

 傍聴者  ２名 

 会議次第  別紙のとおり 

 会議資料  別紙のとおり 

 

委員長 ただ今より、２月定例教育委員会会議を開催いたします。お手

元の会議資料に沿って進めさせていただきます。 

まず、前回の定例会会議録の承認についてですが、ご意見・ご

質問等ありましたらお願いします。 

 ―特になし― 

委員長 それでは、特にご質問、ご意見がないようですので、前回の会

議録を承認いたします。 

次に、教育長報告に入りますが、「（１１）大根小学校への苦

情について」及び「（１２）子どもの事件・事故について」は、

個人情報が含まれるため、秘密会での報告としてよろしいでしょ

うか。 

 ―異議なし― 

委員長 それでは、教育長報告（１１）及び（１２）は秘密会での報告

といたします。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

 ―教育長が教育長報告１０件を報告― 

教育長 加藤委員に出ていただいた「学校教材選定検討委員会について

ですが、ご報告というのはここに書いてあるとおりなのですが、
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何かご感想でもあれば、委員の皆さんにお願いします。 

加藤委員 当日の検討委員会で話し合われた主な協議内容というのは、資

料にありますので、ご一読いただければと思います。第１回の検

討委員会ということで、当日は主に、現状の把握と問題点の抽出

という形で進行がされたのですが、その中で、目に見える大きな

問題点としては２点ほどございます。 

まず１点目は、ある学年では学校ごとに保護者負担金が３倍く

らいの格差があるという問題です。教育の機会均等という問題か

らも、３倍ほどの格差がある、それほど教材の量に格差があると

いうのはいかがなものかという話がありました。これを簡単に、

また即座に解消するには、市内全域で教材を統一してしまえばい

いのではないかという話になりましたが、児童生徒の実情を鑑み

た中で、教材が選択され使用されているということがありますの

で、一概に統一するのは難しいのではないかという意見が出まし

た。 

また、それに対しては、果たして児童生徒の実情がどのような

ものなのか。現場の先生の主観によるところが大きいのではない

か。もっと横断的に、かつ客観的に児童生徒の実情というものを

見ていった場合には、最大公約数的な教材の選定も可能になって

くるのではないかというような意見もありました。 

もう１点は、保護者負担軽減のあり方についてです。教育委員

会会議でも前から話にも出ていると思うのですが、多いところで

は月々６００円～７００円の保護者負担金が生じている。これが

高いのか、安いのか、適正価格がどのくらいなのかという問題な

のですが、検討委員会の中でも、これは人それぞれ感じ方があり

ますし、適正価格を設定するには難しいものがあるという話でし

た。 

しかし、こんなご時世でもありますので、やはり保護者負担の

軽減は図っていかなければならない。そのために、やみくもに教

材をカットし減らしていくというのも、現状、先生方が必要と考

える教材を選定・使用している訳ですから、基本的な考え方とし

ては、現在の教材の使用している量というのは維持しながら、教

育委員会としては保護者負担の軽減を図っていかなければなら

ないだろう。そのために、報告にも載っていますが、教育研究所

で試みを始めています共通資料の作成に関しまして、そのメリッ

ト、デメリット、作成の仕方、活用の仕方等にさまざまな意見が

出されました。 

当日は第１回の検討委員会ということで、あまり結論を出すよ

うな方向には議論は持っていかず、自由に意見や質問を出すとい
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う雰囲気で進めてまいりました。来週２６日に第２回の検討委員

会が開かれますので、そこでさらに結論に近づくような議論がな

されるのではないかというふうに思っています。 

委員長 何かご質問ありますか。 

教育長 市Ｐ連の会長さんは欠席だったと聞いていますので、他が学校

関係者、教員、校長ですので、加藤委員さんは孤軍奮闘だったと

いう話を聞いております。ですから、教育委員さんに入っていた

だくのは良いのかなとは思いつつも、こういうときには、内部の

いつもの仲間同士でやっていると、なかなか思い切った決断がで

きなかったり、あるいは発想を変えられないというのがあると思

います。今回、加藤委員さんに入っていただいて良かったなと思

いつつ、孤軍奮闘ではちょっと大変かなと思いますが、ここで市

Ｐ連の会長さんが入っていただいて、さてどういうふうになる

か。今後も期待はしたいところです。 

あと、負担額の適正化ということが話題になっていますが、当

日は、具体的に学校ごとの金額というのは資料が出たのですか。

加藤委員 

 

はい、一覧表が出て、これも、ほぼ５年か６年ぶりぐらいにま

とめられたという話を伺ったのですけれども、そういったものが

改めてまとめられて比較できたというのも、また良かったのかな

と思っています。 

教育長 先ほど、１カ月６００～７００円の負担を学校があると。 

加藤委員 

 

八千数百円というところがたしか一番多かったと思うので、７

００円程度ですか。 

教育長 要するに、年間８，０００円ぐらいかかると、１２で割って月

平均ということですね。 

加藤委員 

 

１２で割ったということです。徴収の方法は、月ごとであった

り、学期ごとであったり、学校によってまちまちだというふうな

お話がありました。 

教育長 世の中の景気が悪くて、どのぐらいひどいのかというのは公務

員だと分かりにくい部分もあるのですけど、保護者負担というの

が、子どもの教育に月５００～６００円は払って良いのではない

かという保護者もいれば、月５００～６００円でも大変なんだと

いう保護者もおられるのかなと思います。 

それから、そもそも論で、義務教育は無償なのだから、ともか

く無償で教育させろという方もおられない訳ではない。どこまで

が無償の範囲なのか。 

委員長 この議論は、第１回目だから全体的な議論になったのかもしれ

ませんけれども、次からは焦点を絞って議論をする必要があるよ

うな気がします。そもそも論からやるのか、中身でやるのか。中
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身でやるとなると、教育そのものの内容の話になる訳だから、大

変難しいですよね。私も考えてみましたが、それで結論は何なの

か問うてみたけれども、結論は部内でもまだない訳ですから、も

う少し絞ってこれから検討していただく必要があると思います。

もう一つ聞きたいのは、「市販の資料集を購入して、印刷して

使用している学校もある」と書いてあります。これは、印刷して

使用していいという資料なのか。何を心配しているかというと、

こういうものを使うとなると、著作権の問題があります。 

我々のスタートは必ずそういう問題が出てくる訳で、著作権の問

題ということはきちんと押さえておく必要があると思います。 

もう一つ言わせていただければ、「教育研究所で共通教材を作

成する構想がある」というのですが、私はこれが良いと思ってい

ます。教育研究所というのは、前から申し上げているように、や

はり現場に密着した仕事をする、研究をする。現場の先生たちは、

なかなかまとまって研究するという時間がない訳です。教育研究

所で、フルタイムでこういうことを研究する人がいるかどうかと

いうのは分からないけれども、そういうところでこういうものを

作っていくことも良いことではないかと思います。買えばいいも

のはたくさんあるだろうけれども、高い訳ですね。 

教育長 加藤委員さん、先ほど孤軍奮闘と言わせてもらったけれども、

委員のメンバーの構成はどう思いますか。これからの議論も含め

て適正ですか。どんな感じがしましたか。 

加藤委員 最初に教育長のお話もあったとおり、先生と先生以外の比率と

いうのは、もう少し検討したほうがいいのではないかという気も

いたします。 

教育長 どういう人に入ってもらおうかというのが意外と難しくて、公

募してやるというのも大袈裟になってしまったり。加藤委員さん

については、保護者委員という形も今回考慮させていただきまし

たが、市Ｐ連の会長さんが１人と、他にどのような方に入っても

らったらいいのか。議論の中身によっては、もう少し違う視点の

人がいても良いかもしれません。 

加藤委員 そうですね。委員長のお話にもありましたように、教育のそも

そも論から入るのか、また、手法的なところを話し合うのかで、

やはり専門家の人が必要になってくるかもしれないし、保護者を

増やすべきかもしれないし、どの辺を話し合っていくのかという

のを明確にしないと、その選定もなかなか見えてこないのではな

いかという気はします。 

委員長 かなり大きな問題ですから、この委員会だけで全部やるのはな

かなか難しいのではないですか。この下に専門委員会みたいなも
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のを作るとか、専門委員というような人を集めて。 

それで、小学校、中学校では何でも校長が出てきますが、校長

が全部こんなことを理解しているとも思えないです。良い例が、

子どもが何かしたときに、校長が来て説明するでしょう。校長な

んて子どものこと何も知りません。もちろん担任の先生からいろ

いろ情報をもらって説明するのでしょうけれども、あれは本当に

しっかりした説明をしようと思ったら、担任が出てきてやるけれ

ども、やはり小学校、中学校は校長でなければだめなんですよ。

教育長 以前、実際に教諭でそういった補助教材なども使った経験があ

るというのは、若干時間もずれていますけれども、そういう経験

値は持っているというのが一つです。 

それから、すべての学校長、あるいは学校の教職員に出てもら

って意見を聞く訳にはいきませんから、このような代表で出てい

ただいていると、今度、小学校の校長会に戻って、中学校の校長

会に戻って、今どういう状況にあるかを報告するメッセンジャー

としての機能が期待できるということがあります。 

ですから、形の上だけではなく、名実ともに、全ての校長、学

校の意思決定あるいは意思を代表してもらうという面では、現状

では、校長会の誰か代表に一人出てもらうというのは、どうして

も出てきてしまう部分ですね。 

委員長 とにかく先ほど申し上げたように、第１回目ですから、いろい

ろなものが出てくるだろうから、問題点を洗い出して、それで重

要なところから議論を進めてやるのが良いのではないですか。 

教育長 ただ、もう新年度が始まりまして、即、今回の検討の結果が現

場に反映され得るというか、しなければ意味もないかなと。１年

間かけてゆっくりというスピード感よりも、できるものはどんど

んやっていけたらと思います。本質論まで行くと１年経ってもな

かなか結論は出ないから、基本的なところだけでもせめて方向を

出してもらいたいと思うのですが。 

 教育指導課長 先ほど加藤委員さんがおっしゃいましたが、具体的には、やは

り学校間の値段の差というものが大きく話題になっています。そ

れから、公ができること、つまり教育委員会ができるものは何で

あるかというところがかなり話題になっております。 

今、教育長がおっしゃったように、小学校長会、中学校長会の

代表の校長先生は、それぞれの校長会、あるいは教育研究会を使

って、統一できるような、ここでいきますと（７）の「公費で統

一教材を購入して、それを使っていくという構想はどうか」とい

う部分です。公費で統一教材を購入するということが、どういう

ものがあるかということを紹介していただいて、次の第２回にそ
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れを持ち寄っていただくことになっておりますが、その辺でま

ず、公のお金の中で統一教材の可能性を詰めていくことが一つで

す。それから、学校間の価格をあまり差が広がらないような形に

持っていきたいということが具体的に二つ、この次の主なテーマ

になります。公費で統一教材となりますと、予算、財源の問題が

出てきますので、場合によっては、来年度すぐということよりも、

その中で何ができるかという話し合いになります。 

それから、価格のことについては、これはご意見の中にもあっ

たのですが、実際に一覧表を各学校に示して、ある程度の自覚と

認識、意識、責任を持つ中で、そういう啓発も必要であろうと考

えております。同時に、先ほどの公費と同じ扱いですけれども、

研究所としては来年度から取り組むことができると思います。 

今の大きな三つの点につきまして、具体的に絞っていきたいと

思います。 

望月委員 私もこれを最初に読んだとき、ちょっと焦点が絞れなかったの

ですが、今、第２回を開いてということでよく分かりました。こ

この検討委員会の目的を見ると、「教材の価値や課題を検証し」

というようなことがある訳ですが、この検討委員会を設けた背景

というのは、教材の定価とか、そういう価格なども十分検討しな

ければいけないというようなことが背景にあったと思います。 

ですから、今、課長の方向性を聞いて安心しましたけれども、

例えば、市内の一覧表などを作って、お互いに今までの教材選定

の仕方を、内容もそうですが、価格などについて、我が学校では、

校長をはじめ少し無頓着な部分があったのかなというような、反

省の材料になれば良いのではないか。市全体で統一するというこ

とはなかなか困難だと思います。ですから、その辺が一つの方向

性になればいいのかなということは、私も個人的には思っていま

す。 

髙委員 

 

先ほどの課長の話とも関連しますが、（６）の学校間の格差を

なくそうという動きがあるというお話だったのですが、「教育の

機会均等のために、教材購入の費用も均等化してほしい」という

意見があります。これは、例えば教材費が高いと言われている学

校側の意見ですか。 

 教育指導課長 これは、加藤委員さんのお立場でのご意見です。 

髙委員 そうですか。私は学校の先生のご意見かと思いました。 

加藤委員 これは、私がこの検討委員会の中で発言させていただいたこと

なのですが、両方を想定してのことです。うちだけ高いという意

見もあるだろうし、うちだけ教材が少なくて、勉強する機会が少

ないのではないかと考える保護者の方もいらっしゃいます。私は
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一応、両方を想定しながら発言はさせていただいたつもりです。

髙委員 必要に迫られて教材というのは買われていると思うので、それ

が本当に有効的に使われているならば、そんなに問題にはならな

いと思うのです。本当に必要な教材であれば、保護者のほうでも、

値段がちょっとは高くなっても不満はないと思うのですが、もし

買って、それがあまり使われていなくて、うちの子どもの教材は

きれいなままでとか、そういうことがあったときにこういうこと

が問題になると思うので、そこのところの見直しというのもやは

り必要かなと思います。 

委員長 これは来年度、つまり今年の４月から対応しようということで

やっているのですか。 

教育長 できればと思いますが、ただ、全部は難しいと思うのです。あ

まりにもばらつきがあった場合には、せめて是正措置で、その格

差を半分以下にするぐらいの努力をまずはしないことには、説明

ができなくなるでしょう。 

委員長 それは、先ほど申し上げたように、一番大きな問題をまず解決

するということだと思います。 

加藤委員 そうですね。目に見えるところからという段階だと思います。

望月委員 それから、メンバーですが、ＰＴＡ側がちょっと少ないかなと

思ったのですが、この課題は内容の問題というよりも、むしろ違

う問題が背景にあると思いますので、メンバーはもう１人くらい

入っても良かったなと思ったのですが、それは結果論である訳で

す。あと１回しかないし、市Ｐ連の会長さんも非常に多忙な方だ

と思いますので、もし出席できなかったら、副会長さんなり代理

の方に出ていただくようにお願いしたらどうでしょうか。そうす

れば、保護者の立場でいろいろ意見が聞けるのではないかなと思

います。 

教育長 余計なことかもしれませんが、教材、副教材と皆さん言います

が、小学校の場合は、実は教材といってもテストなんですね。ド

リルというか、テストが入っているということで、小学校の先生

が成績評定をする一つの資料として使うテストを、結局、教科書

に準拠した著作権を持った出版社が問題形式にして作っている。

小学校の先生はそれを使うことによって、作問の手間は省けるわ

けです。そういう面では「テストとは何ぞや」という話にもなる

のですが、だから、簡単に切るのも難しいだろうということが一

つ。 

それから、教科用図書の選定がこれからまた始まりますけれど

も、教科書とは何なんだと。つまり、教科書だけで勉強したので

は足りないから副教材が必要だとすると、教科書というのはダイ
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ジェスト版で、本当に勉強しようとしたら、別な資料集なり何か

がなければならないようなものが教科用図書だとすると、それで

いいのかなというふうなこともある訳です。 

ですから、どうも美術の教科書は薄くて絵や写真ばかりで、資

料集を買うとよく出ているから、このほうがよほど役に立つ。教

科書は、資料集を買ったほうがよほど良いということすら起きる

訳です。練習のためのドリル帳というのは何か必要だろうと思う

けれども、勉強しようと思ったときに役に立たない教科書という

のは何だろうということも、実は一つあったりします。 

委員長 今の教科書の問題ですが、とにかく日本の場合には、一番根本

になるのは教科書で、限られたページ数で、限られた大きさで、

限られた内容でというと、あの中に何でも詰め込む。そうすると、

よほどよくできる子でなければ、教科書を読んで理解はできない

ですよね。教科書だけで勉強するというのは大変難しいことで

す。だから先生が必要なんだということが一つある訳です。それ

だけでは足りないということははっきりしているのです。 

そうすると、テストの問題は別にして副教材というのはどうし

ても必要になってくる。そういうものがないと教育なんかできな

いという形になってくる訳だろうから、それを市販のものを買っ

て補うのか、先生が自分で作って補うのか、それも難しいだろう

から、教育委員会は、市の教育の責任を持っているならば、そこ

がやる。 

そうすると、私は、せっかく教育研究所というのがある訳だか

ら、そういうところが責任を持ってこういうものに対応するとい

うことではないのかというふうに思うんです。これは、買ってか

らが大変でしょうし、どうしたってそれぞれの学校、それぞれの

教科の先生にすれば、やはりできるだけ良いものをということに

なるだろうし、良いものにすればだんだん高くなるだろうし、制

限ないでしょうね。それを何で制限するのか。金額で制限するよ

うなことが良いのか。ちょっとナンセンスな感じはしますね。 

次回は何をしようかというのは決まっているのですか。どうい

うところを検討しようとか。 

加藤委員 先ほど課長からお話があったとおりです。先ほど私が申し上げ

たような問題点に関して、価格の平準化を図っていく方策、公費

負担という形です。 

委員長 それからやるのが一番良いでしょうね。問題を解決する手段と

してはその辺でしょうね。 

それでは、いろいろ問題はあるでしょうが、急いでいるそうで

すから、２回目は、絞ってご検討いただいて結論を出していただ
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きたいと思います。 

その他、いかがですか。資料４については、望月委員が出席さ

れたということで、何かお話はありますか。 

望月委員 それから、私はこれを見るときに三つの視点で見ました。特色

性はどうか、互恵性はどうか、計画性はどうかという三つの視点

でこの発表を見ました。特色性というのは、鶴巻の認定こども園

と、小学校の特色がどういうふうに教育内容に反映されている

か、位置づけられているかということ。 

それから、このテーマにもありますように、そのときの発表に

もよく出ていたのですが、相互に係わって良かった部分もある。

これが一貫教育の部分で非常に大事なところです。お互いに一生

懸命頑張っても、何か得るものがなかったというようなことがあ

ると、これは継続しない訳ですけれども、そのような発表の中に

も常に互恵性という部分が出てきたということは、三者の連携に

よる一貫を目指した教育の成果を、先生方も感じ取っているだろ

うと思います。 

計画性というのは、幼小中・保育のそれぞれの発達段階に応じ

た教育内容が、どのように教育計画の中に位置づけられていて、

そして、適切な方法で子どもの指導に当たられているかという視

点で見てみました。これは小林先生もおっしゃっていましたけれ

ども、私も、計画性というものが十分反映されていて、子どもの

動きを見ても違和感がないというような印象を持ちました。です

から、秦野が本格的に平成２３年から目指している幼小中の一貫

教育の一つの礎として、指針を与える大きな研究だったかなとい

うふうに思います。 

それから、一つ質問ですが、渋沢でもやり、ここでもやってき

たものを一つまとめて、秦野市としてはこれからどういう基本的

な方針で行くのか、一貫教育の目指すものはどういうスタイルで

行くのか。その他いろいろあると思います。内容はどうか、将来

的にはどうかというものを、一つここで整理しておく。できたら、

新年度の校長会とか、その他のいろいろな研修会の資料として、

あるいは学校本部の資料として先生方に話をする。制度の改革よ

りも、現場の先生方の意識の改革をどう図っていくかということ

が大きな課題でありますので、いろいろな機会でそういう資料な

どを提供しながら、教育委員会で考えていることについての周知

に努めて、意識の改革と同時に、平成２３年度からは、制度の改

革をする部分があれば、そういうものに手をつけていくというス

テップがいいのではないかと思っています。 

そのように今までやったことを整理しながら、これからどうい
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う方針で行くのがよいか、来年度の予定はどうだ、その他もろも

ろのことについて、何か予定があるかどうかをお聞きしたいので

すが。 

 教育指導課長 来年度は、今、教育課程研究という形で委託研究している部分

を、全幼稚園・小学校・中学校をまず幼小中一貫教育の視点で教

育課程を研究していただきたいという研究に変えます。 

なお、その中で、これは全地区ごとに、今お話があった少なく

とも幼保小、そういう組み合わせ。鶴巻地区は来年度は、幼保小

にさらに中も加えて、幼保小中の研究に取り組みたいという話を

伺っております。あるいは、幼小、小中、幼小中というようない

くつかのスタイルがあります。そのスタイルを紹介する中で、い

くつかの研究グループ指定を行う予算は教育研究所の中で組ん

でおり、通ることを期待しているところです。 

ただし、今回の鶴巻地区が非常に恵まれているのは、敷地が隣

接しており、つるまきだい幼稚園と鶴巻小学校という１対１対応

の研究が可能である。これが小中になりますと、小学校が３校で

中学校１校という組み合わせの場所もあれば、渋沢小中が研究を

していただいていますが、１対１対応のところもある訳です。そ

うしますと、その研究のやり方も、カリキュラム研究が中心にな

るのか、交流研究が中心になるのか、または施設活用研究が中心

になるのか、いくつかのバリエーションができます。今ご指摘の

ように、その辺は整理した形で新年度に全学校に提起していきた

いと思います。 

教育長 今、教育指導課長が話したように、組み合わせとしてはいろい

ろな組み合わせが考えられます。一つに統一することはなかなか

難しいと思います。それから、あまりそれを急ぐと、歪みが出て

くることも考えられます。 

ただ、私は皆さんにお話ししたかどうか、他でもやっています

ように、物理的距離は離れていても、中学校を中心単位とした学

園構想です。渋沢学園──渋沢地区西学園とか北学園。名前はそ

れではあまりにもつまらないので、何とか学園でもいいのです

が、意識の上で学園。幼稚園から小学校、中学校までを一つの大

きな単位として、みんなで子どもを育てていくんだと。距離が離

れていても、隣にあろうがなかろうが、そういった学園意識を持

つと、所属感とか何かも違ってくるでしょう。 

学園というものの中に中等部、小等部、幼稚園と。それは決し

て公に規則上、認知されなくてもいいと思うのです。地域の人、

そこにいる保護者、あるいは教職員がそういう意識を持つこと

で、それから何かいろいろなものが期待できそうな気がします。
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少なくとも将来的には、同じ中学校ブロックにある幼小中の職

員、保護者、ＰＴＡがみんな集まって、一つの何とか学園を作る

形でまとめていく意識を持ってもらうことができれば、恐らく中

身もいろいろとついてくるのではないかという気はしています。

委員長 これは取り組みとしては良い取り組みだし、評価も高いようで

すから、ぜひ引き続き、十分に研究をお願いしたいと思います。

それ以外のところでどうでしょうか。 

望月委員 南が丘小学校の外国語活動研究ですが、小泉先生が研究のスー

パーバイザーになっていますが、これはどういうような形でスー

パーバイザーになっているのか。 

それから、当日、私のほうは行けなかったのですが、授業をや

る教材は、教育研究所で開発したものがありますね。それを使っ

たのか、あるいは、別の自作の教材を使ったのか。あるいは、小

泉先生が書いている「コロンブス」のテキストを使っているのか。

その辺はどうでしょうか。 

 教育指導課長 １点目の小泉先生につきましては、教育研究所・教育指導課の

関係の講座にも招聘をし、研修会をやっていただいた経過もござ

います。また、非常に現場の授業を大切にしてくださる方だとい

うことと、秦野が考えている外国語活動、つまり、コミュニケー

ションを重視して、楽しくみながら英語を用いる授業ということ

と合致することからもお願いをし、都合がいいお時間に南が丘小

学校に２回ほど来ていただいて、授業を見ていただいたり、アド

バイスをいただいたという経過がございます。 

２点目の、この日の授業につきましては、実は公開授業は一つ

でございました。もともと南が丘小学校は大きな研究の発表会で

はなくて、１年間を一つの５年生のクラスに収束して、こういう

形でやってきたという報告会を簡単に提案したいという話がご

ざいました。この授業では、この学校の５年生が開発した、図書

館にあった素材をもとにして自分たちで教材を作っております。

なお、その理念といたしましては、野菜の横断した写真とか、

実物であるとか、その実であるとか、そういうものをつないで英

語で親しむ。雑駁に言いますとそうですけれども、小泉先生が常

日ごろご指導している理念に則した作り方だなと、私は、アバウ

トですけれども、感じた次第です。 

望月委員 中学の英語科の先生は参加しましたか。 

 教育指導課長 

 

南が丘中学校の英語の教員が参加し、また、協議の中でも意見

を言っています。 

望月委員 市内の先生は。 

 教育指導課長 市内は南が丘中のみでございます。 
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望月委員 今度、市内の英語科の先生方をこういう機会にぜひまた誘って

いただければと思います。 

委員長 それでは、次に議案に入ります。 

本定例会には、２件の議案が提出されておりますが、「議案第

３号 平成２２年度秦野市一般会計（教育費）予算について」ご

説明をお願いします。 

 ―教育総務課長が議案第３号について説明― 

委員長 先ほど少しご説明をいただいたけれども、教育総務費の中の事

務局費、この減少が大きいですが、学校建設公社の事業費を少な

くするという説明でした。どういうことで、その結果どういう事

態が起こることが予測されるのですか。 

 教育総務課長 本年度、学校建設公社については、４億円ということで９０

数％の執行率を目指しております。前年度については、３億５０

０万という予算の中で執行率が７０数％。この辺の部分を全体的

に見て、適正規模の事業費はいくらかというようなことを勘案し

まして、財政当局との話し合いの中で、３億５，０００万で平成

２２年度は学校の営繕、この辺に取り組んでいこうという話し合

いをさせていただいて、減にさせていただいたということになり

ます。 

当然、予算が多ければ多いほど、学校の修繕に対して適正に対

処できるのですけれども、この中でもいろいろと、設計がどうの

こうのという話をさせていただいている部分もありますので、適

正な予算規模にしたいということで、この金額にさせていただき

ました。 

委員長 図書館についてですが、工事費等が今年はなくなったというこ

とはあるけれども、図書館資料購入費というところも減らす予定

はあるのですか。 

 図書館長 

 

図書館資料購入費は、２００万程度減らすような形を考えてお

ります。ただ本を買う費用、資料購入費を減らすのではなくて、

例えば神奈川新聞のマイクロフィルムを買っていたのですが、そ

のようなことはやめてしまって、新聞もとっていますから、製本

で済ませようとか、複本といいまして、例えば「ハリー・ポッタ

ー」のような本は人気がありますので、今までは１０冊ぐらいを

組み合わせで買っていたのですが、そういう複本の購入も購入方

法を変えてみるとか、そのような細かい部分を考え直して、すべ

て改善して、そういう形で削減を考えております。 

委員長 その他に、ご質問、ご意見は。 

望月委員 教育総務部のいじめ・不登校の対策で、この中に「いじめ・不

登校対策検討委員会」という文言が入っていないのですけれど
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も、これは引き続き来年やるのか、あるいは、もう所期の目的を

達成しているということで、来年度はそれについては委員会を設

けないのかということです。 

もう一つ、教育総務部で、坡州市の英語村ですけれども、今わ

かっている段階で、もう少し詳しいことがあれば教えていただき

たいと思います。 

それから生涯学習部のほうで、平成９年度に作成した生涯学習

推進計画ですが、そのときに生涯学習推進計画策定委員会を設置

する。それから、検討する内容や構成メンバーについて、今わか

る範囲で教えていただければと思います。 

 教育指導課長 

 

最初の２点にお答えいたします。 

いじめ・不登校検討委員会につきましては、平成１９年度に組

織化され、平成１９年度末に答申を出していただいております

が、平成２０年～２１年度については、特に検討委員会としては

行われておりません。来年度も、今のところ、組織代えは考えて

おりませんが、このいじめ・不登校検討委員会の答申の中にあり

ました「いじめを考える児童生徒委員会」、これにつきましては、

３年目を迎える来年度も組織化し、また、それなりの活動、啓発

行事を考えております。 

二つ目の、坡州キャンプ・中学生派遣研修事業につきまして

は、日程は４月の２５日から３１日まで６泊７日。ただ、これは

向こうの坡州市の中学生とキャンプで交流を考えておりますの

で、今、向こうの日程とすり合わせをしている最中でございまし

て、まだ暫定的な６泊７日とお考えください。 

対象人数としましては、前回もお話をしたことと変わりませ

ん。市内中学校・９中学校からそれぞれ２名ずつ１８名。さらに

は、引率教職員または指導主事を２名という形の中で、今、企画

をしているところです。 

 生涯学習課長 私からは、推進計画の関係につきましてお話しさせていただき

ます。市民会議の関係でございます。現在、その辺のところを検

討しているところですが、現在の予定では、４月に第１回目の市

民会議を開催したいという形で事務を進めています。 

構成的には、社会教育委員、学識者、生涯学習関連の団体等の

方々に入っていただいて、１０名程度で委員会を構成していきた

いと考えております。 

改定の内容については、現在、平成９年に策定しました推進計

画をもとに、現代にそぐわない部分について改定しようというこ

とで、その洗い出しを行っているところです。何とかこれについ

ても、平成２２年度中に改定まで持っていきたいというふうに考
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えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ２ページの歳入確保への取り組みの中の、「小学校理科支援員

受託金」というのは何ですか。 

 教育研究所長 これにつきましては県の事業の委託でございます。したがっ

て、秦野市でとりあえずは予算立てをしておりますけれども、以

後、県のほうで予算がおりればそれが秦野市におりてくるという

ことで、歳入という形で打ち込んでもらえれば、実際には小学校

の理科実験等の協力をお願いする先生ということで、小学校に派

遣ということになります。 

委員長 この先生はどこから来るのですか。 

 教育研究所長 これは、県と秦野市のほうで事前調整をしまして、最終的には

決定していくという形をとります。 

委員長 他にご質問・ご意見等ございますか。 

 ―特になし― 

委員長 それでは、「議案第３号 平成２２年度秦野市一般会計（教育

費）予算について」原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

 ―異議なし― 

委員長 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

続いて、「議案第４号 平成２１年度秦野市一般会計（教育費）

予算の補正について」ご説明をお願いいたします。 

 ―生涯学習課長より説明― 

委員長 ご質問・ご意見等ございますか。 

 ―特になし― 

委員長 それでは、「議案第４号 平成２１年度秦野市一般会計（教育

費）予算の補正について」原案のとおり可決してよろしいでしょ

うか。 

 ―異議なし― 

委員長 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

次に、協議事項に入ります。まず、「幼小一貫教育を推進する

ための取組みについて」ご説明をお願いいたします。 

 ―教育総務課長が「幼小一貫教育を推進するための取組みにつ

いて」説明― 

教育長 今回の協議は小学校長が幼稚園長を併任するという話ですが、

幼稚園から小学校に上がるときの段差、環境の違いで小１プロブ

レムが生じるということが全国的な課題になっているのは皆さ

んもご存じだと思います。もう一つは、小学校から中学校に行く

ところに段差あるいは環境の変化があって、中１ギャップ、それ

で不登校だとか環境適応がうまくいかないケースで、それも問題

になっている。今回は、小１プロブレムという課題を１つ解消す
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るためのワンステップだと考えております。 

実は、従前は小学校畑をずっと来た教員は、基本的には、小学

校の教頭、その次に校長になるときは小学校の校長であるとされ

ていた訳でして、また中学校もしかりです。しかし、ここ最近、

私自身の経験からしても、どうも、小学校畑の人がずっと小学校

の管理職になっていることによって、メリットもあるのでしょう

が、中学校と小学校のかかわりがどうも必ずしも密接ではない。

そういうこともありまして、小中の管理職については、特に教頭

レベルからは意図的に、自分は小学校の専門だとか中学校の専門

だということは、言葉をきつく言えば言わせない、両方知って義

務教育だということで、意図的にそういった交流をして人事異動

もしてまいりました。 

それから、幼稚園の教諭、これは市職ですが、県教委に話しま

して、小学校の教員として任用したいというようなことを言った

ところ、いわゆる採用試験、ペーパー試験なしで、事務所長の面

接程度でいいでしょうということで、２年間ぐらいのスパンでま

た戻すという前提で県費負担教職員の小学校教諭になることが

できました。また、小学校の県費負担教職員の中で幼稚園教諭の

免許を持っている者を市職の幼稚園教諭として任用する、これも

やってまいりました。 

すぐに結果が出ている訳ではないですが、少なくとも意識の中

で、そういう教員や校長、管理職がいることによって、小学校と

中学校、あるいは幼稚園と小学校の壁が制度的な面でかなり下が

ってきたし、知らない世界を知らないままでいいということはな

くなりましたので、それぞれの幼・小・中の中に新しい風が吹き

つつあるということは私も実感として持っております。 

そういう中で、今回、小学校長が幼稚園長を兼務するというこ

とによって、幼稚園と小学校のいわゆる壁や段差は、管理職の視

点からカリキュラムをぐっと変えることも可能です。小学校と幼

稚園は行事や何かでの交流はありますが、まだまだ教職員の中に

自分のテリトリーが中心でしか考えられない向きもありますの

で、管理職が意識的に小学校の教諭と幼稚園の教諭を交流させ

る、あるいは連動させるということがこれによってより強力に進

められるだろうということが一つ大きなメリットとして考えて

いることです。 

とは言いましても、小学校長が自分の小学校の管理運営に専念

するという部分がこれによって妨げられて、本体の小学校の運営

に支障を来すようなことがあってはいけない。また、中途半端に

幼稚園の園長を兼務することによって幼稚園の運営がさまざま
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なところで歪みを生じることがあってもならないというような

ことで、小学校長に幼稚園と小学校の全権を委任すると同時に、

幼稚園の教頭、今も教頭はいますけれども、これは名前は教頭で

すけれども、小中学校の教頭とは違いまして管理職ではないんで

すね。一般教諭で事務的な仕事を付加されているということです

ので、決裁権限がない訳です。そこで、園長と同じような決裁権

を持たせるにはどうしたらいいかということで、副園長という職

を設置して、いわゆる管理職としての位置づけを持たせること

で、小学校長が所用で園を離れている場合でも、副園長がいわゆ

る園長の代わりで十分に対応できるようなシステムを制度的に

保障して、リスクあるいは不安材料はここで解消するような制度

にしていくとことが期待できるということです。 

先ほど私が学園構想と言いましたけれども、本来で言うと、幼

小中の全体を統括する学園長、理事長でもいいですから、その思

いをしっかりと持った人材が全体を仕切ることがまず一番いい

だろうと。その中で幼小中それぞれに責任者を置く。極端に言え

ば、学園長１人の中で、幼稚園の副園長、小学校の副校長、中学

校の副校長がいまして、その全体を束ねてリーダーシップを発揮

するのが学園長であるということがイメージとしては理想かも

しれませんが、現在、小中学校についてはそれぞれの校長が任命

されていますし、県費負担の任命権者である県がまだそこまでは

十分熟していないということがありますので、まず手始めに幼小

の管理職を一元化する、ここから始めたらいかがかということで

ございます。 

それから、小学校長が幼稚園長を兼務する、また幼稚園には副

園長がいるという中で、小学校の人材を有効活用することが今以

上にできる。今、幼稚園の園児が、具合が悪くなったときは、教

頭または園長が様子を見て保護者に連絡をして、保護者が迎えに

来るという体制を取っているようです。もちろん小中学校でもあ

まりにもぐあいの悪い場合はそれをやるのですが、しかし、養護

教諭が近くにいるということで、養護教諭がまず様子を見たり、

あるいは小学校の保健室に幼児をとりあえず連れてきて、今の幼

稚園の中のベッドは余り環境的には十分とも言えませんが、そう

いうところで養護教諭がそばにいて見守る、そして保護者の迎え

を待つ、必要に応じては校医、園医と連絡をとるという可能性も

ある。 

それから、小学校では給食を実施しておりますが、小学校長の

兼務化によって、栄養教育の視点から、栄養教諭と協力して、今

まで以上に幼稚園児の給食の回数をふやすことも可能だろうし、
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あるいは、ＰＴＡの保護者、幼稚園の保護者に対して栄養教諭が

家庭での栄養教育、食育についてのアドバイスをするような機会

も十分に期待できるだろうとか、そういったプラスのメリット、

あるいは今後の方向性としてはかなり期待できる制度ではない

かと思っております。 

ただ、そうは言いましても、これは実際にうまく機能すればの

話ですが、反面、こういう話だけの場合に、例えば起こり得る不

安材料としては、いわゆる副園長はいるけれども専任の園長がい

ないことによる保護者の不安感とか、あるいは幼稚園の教諭にも

不安感があるかどうか、小学校長と兼務した園長だということに

対しての違和感みたいなものは当座は生じるかもしれないとい

うことは懸念材料になるかなという気はしないでもありません。

過去に、秦野の幼稚園では小学校長が当座園長を兼務した時代

が長く続いておりました。そのとき幼稚園には園長職務代理とい

う制度がありまして、それでやってきたことがあるのですが、そ

の流れの中で、幼稚園長の専任化という動き、あるいはそういっ

た方向が確認される中で、幼稚園長が専任化されてきた経過があ

ります。そうしますと、表面的に見ると、昔へ逆行するというか、

退行現象のような印象を与える可能性もなきにしもあらず。です

から、単に昔に戻すのではないというようなことを十分理解をし

ていただく、あるいは説明をする必要があるだろうということが

当然あります。 

それから、幼稚園の職員の中で園長ポストが減ってしまうとい

うことで、園長になれる可能性が若干なりとも減るということ

で、果たしてそれがマイナスに働くのかどうか、これについては、

やはり若干の心配がない訳ではない。 

逆にもう一つメリットになるかどうか、これは私の感想なの

か、違ったらまたご指摘いただかなければいけないことなのです

が、幼稚園長会という会合がございます。私も平成２年に指導主

事になって以来、その園長会あるいは園長さんたちの集まりとの

かかわりは持ってまいりました。もちろん強いリーダーシップを

持った園長さんもいる訳ですが、園長同士が牽制し合うような雰

囲気が全くなかった訳ではないことによって、本来の園長会が目

指すべき方向とは違った部分でのエネルギーが非常に多く感じ

られることもありまして、ここは園長会をもう少し活性化してい

く必要があるだろうということです。 

それには、新しい息吹を吹き込むことによって、お互いに切磋

琢磨する雰囲気や、これからの秦野の幼児教育の目指す公教育、

公立幼稚園教育の目指す方向について、新しい流れ、新しい風が
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吹くことを大いに期待をしたいと思っています。 

それと同時に、幼保一体化のこども園が現在四つありまして、

こども園の園長もこの幼稚園長会に参加している訳です。これ

は、園長の責任というよりも、そういった制度改革によって、保

育園の従前園長であった方がこども園の園長として幼稚園の園

長でもあるという形で園長会に入ってきておりますが、こども園

の中で幼稚園と保育園の融和が、制度面でも、それから意識面、

精神面でも必ずしも十分ではない部分があります。このこども園

の園長さんたちと今まで幼稚園畑で育った園長さんたちとの間

の、「確執」とは言いませんけれども、本当の意味で同じ方向を

目指す形が必ずしもまだまだ十分ではないという認識を私自身

持っております。お互いに努力をしているのは十分わかるのです

が、肌合いの違いとか経験知の違いがまだまだ随所に感じられな

い訳ではない。これはやはり制度改革をして、福祉とこども健康

部と教育委員会との壁みたいなものが取っ払われる、あるいは文

科省と厚労省の壁が取っ払われない限り、なかなか解決できない

部分もあるのですが、そういった意味で、そこに義務教育のいわ

ゆる小学校長が入っていくことによって、対立ではなくて一致し

ていくような方向が力強く進むことを期待もしている訳です。 

以上、先ほどの総務課長からの話を若干補足、あるいは少し別

な言い方をさせてもらったのですが、あくまでも、幼・保、小、

中一貫教育、秦野らしい教育システムを確立していくためには、

意識だけ、かけ声だけではなくて、具体的にこういったこともや

っていく必要があるのではないかということでの提案といいま

すか、考え方です。 

ですから、今私はプラスの面も言いましたけど、懸念材料につ

いても十分理解を得ないと、何でもやればいいというものでもな

いとは思いますし、また、兼務する小学校長が幼児教育にしっか

りと理解のある人間でなければいけないし、幼稚園教諭あるいは

幼稚園の保護者の方の信頼を勝ち得るような努力と人物、資質を

持たなければ、これは絵にかいた餅になるかなという気もしてい

るところです。 

委員長 組織からこういう形を作っていくことは必要なことだろうと

思います。 

髙委員 幼稚園と保育園は、お互いの職員の交流はあるのでしょうか。

 教育総務課長 今採用している職員については保育士の免許と幼稚園教諭の

免許の両方を持っていないと採用できない。ですから、幼稚園も

保育園もなく、それぞれのところに職員を配置しています。 

最近では、少数ですけれども、幼稚園から保育園に、保育園か
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ら幼稚園にというようなことで異動をさせている経過もありま

す。 

教育長 これは最終的に制度で判断されるか人で判断されるかという

部分もあると思いますが、例えば、私が聞いている範囲で、男女

の性差別をするつもりは全くないのですが、女性だけの職場で女

性だけが集まる会合だと、やはり独特の雰囲気があると聞いたこ

ともあります。そういう中で、園長の中には、園長会に男性の園

長なりに入ってもらうことによって、もう少しいい方向に行くの

ではないかと期待をしている声もない訳ではありません。しか

し、現実、幼稚園長に男性の誰かをといっても、今そのようなス

タンバイができていませんから、現実的ではないということもあ

ります。 

委員長 幼稚園には男性教諭を採用しないのですか。 

教育長 非常に少ないです。 

委員長 一貫教育をやるとなれば、理念だけ言っていたって仕方がない

ので、組織、体制をそれに対応できるように整えることは大事な

ことだと思います。その中でも、人にかかわることは大事なこと

だと思います。校長なり園長なり、一人の人ということは行き着

くところだろうと思います。 

教育長 大きな小学校と大きな幼稚園を両方見るということはなかな

か大変かなという気はします。ですから、皆さんで方向性がもし

確認されればですが、ある一定の校長の守備範囲ができる環境で

ないとなかなか無理だと思います。 

幸いなことに、秦野の場合ほとんどの小学校と幼稚園は同一敷

地内にありまして、距離が離れているところもあるのですが、そ

れ以外ですと、朝、学校長が服務についたその後、ぐるりと回れ

ば幼稚園にも行ける。幼稚園も同じ敷地内にある施設の一つだと

考えれば行き来はできると思います。小学校の教頭と幼稚園の副

園長との連絡を密にとるという形をとれば、物理的にも時間的に

も精神的にも、あとは能力が関係するのでしょうが、守備範囲と

しては両方が常に自分の手の中にある状態は期待できるとは思

います。 

髙委員 幼小一貫を考えていくならば、本当に良い取り組みだと思いま

す。今、少子化ということがありますし、だんだん子どもが少な

くなっているということを考えて、小学校の校長先生なりが園長

を兼任するということも、制度だけ見ると昔に戻ったみたいなの

ですが、やはりそれも考えてみる必要性はあると思います。決し

て後退ではなくて、現実に合った方策だと思います。私も幼稚園

のときは南小学校の校長先生が園長先生で、高学年になったとき
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には幼稚園のお教室の掃除も５年生か６年生かでやったような

記憶があります。ですから、もっと自由に行き来をしても良いの

ではないかと思います。 

教育長 今、幼稚園の園舎の掃除は誰がやるのですか。 

 教育総務課長 職員と業務員の方がいますから、その両方でやっています。 

教育長 例えば今の話、小学校の５年生、６年生が同じ管理下にある幼

稚園の部屋の掃除分担をすることは可能な訳ですか。 

 教育総務課長 今、髙委員からありましたように、私は東小学校なのですが、

実は、東小学校の敷地の中に幼稚園がありまして、やはり児童が

掃除に行きました。ですから、その当時も指定されてはいないの

で、このような状態になった場合には、校長の運営方針の中で可

能ではないかと考えています。 

教育長 今、何でそれがなくなってしまったのですか。 

 教育総務課長 昭和４８年以降、専任園長ができて、幼稚園と小学校それぞれ

トップが１人ずつになったという部分で、連携が非常に少なくな

ったというような話は聞いています。 

ですから、幼稚園長が幼稚園の園舎全部の維持管理については

規則の中で決めていますから、そこで交流がなくなっていったと

思います。 

委員長 このようなことをするためには何を変えるのですか。 

 教育総務課長 まず併任をすることについては、県費負担教職員に対して併任

辞令を市の教育委員会で出す、これがまず１点目です。それから、

そのために副園長を置くということですから、副園長という職の

設定、それからそれの管理運営の範囲、このようなものを決めた

市の規則というものがあります。これが４本ぐらい係わりますの

で、その４本を変えていくことになります。 

加藤委員 あえての意見なのですが、校長、園長併任をして、幼稚園のほ

うには副園長を置くということで、この副園長は、今までだった

ら園長になるような人材の方がほぼ園長に準ずるような仕事を

していかれるのかなと思います。 

副園長を置くということは、校長と併任している園長は普段園

にいないということが前提になると思います。それによるデメリ

ット、先ほど教育長からお話がありました、園長不在という事実

に対する保護者の不安、また園長のポスト減少ということもあ

る。そういうことがあるのであれば、下に「事業の効果」という

メリットが書かれていると思うのですが、これらを実現するため

に必ずしも校長、園長の併任をしなければならないとは思えなく

て、企業で言えば、しっかりと業務提携のようなものを図ってい

けば、今までのようなポストのあり方でも可能なのではないかと
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思います。なので、園長、校長併任以外にこれらのメリットを実

現できるような方策の選択肢はなかったのかという質問が１点。

要は、幼・保、小、中一貫教育を秦野市として推進していくた

めに、細かい障害はあるにせよ、そういう方向性を秦野市教育委

員会として保護者なり教職員なりにアピールをしていくための

第一歩なんだということであれば納得できるので、そのような性

質のものが大きいのかどうかというところをお願いします。 

 教育総務課長 １点目の部分ですが、現状として、専任の園長と小学校長とい

うことで、それぞれ独立した中で昭和４８年以降ずっとやってき

ている訳です。そのような中で、幼・保、小、中一貫教育を新た

に教育委員会の目標として掲げて、それを推進するという中にお

いて、体制自身、管理運営といいますか、組織全体の体制を変え

ていく部分にメリットがあり、アピール度があるということで提

案をさせていただいています。 

それ以外の方法は、先ほど教育指導課長のほうで、学校ごとに

それぞれ連携してやっていく、こちらも徐々にやっていますけれ

ども、もう一歩進んだ教育委員会としてのアピールとしてこの部

分を提案したいということです。 

教育長 先ほど言ったように、小学校と中学校の教員の人事異動は、本

人の希望優先もありますが、免許さえあれば、県費負担教職員は、

事務局で言うと熊澤参事がいるポストで、校長のヒアリングを通

して、○○小学校から○○中学校へとか、○○中学から○○小学

校へ、これができる状態にあります。 

それから管理職に関しては、本人の意思以上にこちらのある程

度の思いで動かすことが可能だし、また、動くことによって本人

の勉強する機会が増えるということでは、小中はフレキシブルに

できる環境にあります。 

ところが、幼稚園は市の職員でして、幼稚園長を小学校の校長

にできるかとなると、やればできなくはないでしょうが、これは

制度的にもまず至難の業。しかし、小学校の校長を幼稚園の園長

にすることは、能力と人望その他、総合的に判断して、誰もがや

れる訳ではないですが、ここで方針が決定されれば可能です。 

そのようなことがあるので、幼小の交流は職員も何人かやって

いるのですが、思い切ってもう一歩踏み込むには管理職の交流を

やりたい。ところが、幼稚園の園長を小学校の校長に持っていく

のは難しいというか、なかなか経験的なもので無理もあるだろ

う。だから、今は片方だけですが、小学校の校長が幼稚園長を、

専門でもいいのですが、兼務でというようなことならば可能性が

あるのだろうと思います。 
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まさに加藤委員が一つ大事なことを言われているのは、それで

はこれをいくつの学校でやるかという話もありますが、そうでは

ない、専任園長がいて、専任の校長がいる幼小中のところは一貫

教育ができるのかということになりますよね。そこがそんなに良

いならば、他も皆そうするのかという話にもなりかねない訳です

が、これは規模の問題がまず一つあり、あまり大きいところでは

難しいでしょう。 

それからもう一つ、公立幼稚園の園児数が減少していて、大き

な器の中で使っている教室が二つぐらい、あとは全部空いてしま

っている。そうするとどういうことが起こるかというと、保育園

にしようとか放課後の何とか教室にしようとか、結構みんなねら

われている訳です。ですから、幼稚園が幼稚園としての体裁では

なくなりつつある。これは分かりませんが、小学校のほうも児童

数が減ってきて教室が空いてくる。そうすると、小学校の中に幼

稚園を取り込んでしまうということも将来的にはあり得ると思

います。 

先ほど言った公共施設の再配置などの計画もあるし、建て替え

にも非常に財源が必要になる。そうすると、持続可能な幼稚園教

育、持続可能な公共事業ということを考えていくと、やはり将来

的にはそういうこともあり得るということで、私は、統廃合をす

る前にいろいろな可能性を模索すべきだろうと思っていますか

ら、近い将来、統廃合問題が出てきたときに、公立幼稚園と公立

小学校がある中で、一体化することによってこんなに良い教育が

保障できるのだったらというものを、実は一歩先んじた形で今や

ろうとしています。 

ただ、一般的には、新しいことをやろうとか今までと制度を変

えようとすると、抵抗勢力がいまして、変化を好まないというや

つですね。だから、そのような意味では、決して何でもかんでも

すぐにいくとは思いませんが、ただ、反対が起きそうだからやめ

ておこうと言っていたら何も変わっていかないという現実があ

りますね。 

それから、本当にこれでいけそうかどうかということもありま

すから、ここで決めたら未来永劫にこれでいくという訳ではなく

て、試行として２年間これでやらせてもらいたい。その間の検証

をして、まずい点があってやめたほうがいいということになれば

また元に戻すこともやむを得ないと思うし、可能であれば試行期

間を経て本格実施ということもあるのではないかなという気が

します。 

委員長 いつから行うのですか。 
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教育長 できれば平成２２年度から行いたいです。ただ、平成２２年度

からできるかということもあるし、まだ議会の皆さんにも正式に

は話をしていないですから、いろいろな方のご意見を伺って、致

命的なだめだというものが出るなら、また考えなければいけない

ですから。 

委員長 先ほど加藤委員がおっしゃられた、園長をわざわざ外して副園

長にしなくたって、校長も園長もいたって、一貫教育をやろうと

思ったらできるじゃないかということですよね。そういうことは

あると私も思いますけれども、それは、先ほど申し上げたように、

規定とかカリキュラムでそのようなものが縛れるならいいけれ

ど、教育長がおっしゃるように、学校や行政だって、このような

ことをやろうと言っても変わらないですよね。形を変えないと意

識など変わりません。今、教育長がおっしゃったように、先生な

んてみんな変えたくないのです。これはどこの先生もみんな同じ

です。だから、形を変えてやらないとそういう動きにならないと

いうことはあるように思います。 

教育長 もちろん、先ほども言ったように、教職員からも信頼され、ま

た保護者からも信頼されるトップがいて、その思いを意気に感じ

たスタッフが教員としている幼小でありたい訳です。今、公立離

れが幼稚園で起きていますよね。これは、秦野の公立幼稚園がだ

めだからという人も中にはいるのでしょうけれども、それより

も、利便性とか、宅急便のように戸口から戸口まで子どもを運ん

でくれるほうが保護者は楽だということもあると思うんですね。

別に私立にお子さんを入れている保護者を責めるつもりも全く

ないのですが、公立幼稚園に入れるとこんないいことがある、期

待したいと思えるような何かを、公立幼稚園はもっと付加価値を

持たせないと、便利な方や楽な方へみんな流れていくような気が

します。だから、小学校の校長が幼稚園の園長も兼ねているから、

小学校に上がったときには同じ先生が校長先生ですから同じポ

リシーが期待できるというものにすれば、いわゆる公立離れには

いろいろなほかの要素もあるのでしょうが、逆に公立へ引っ張り

込む吸引力になったらいいなと。 

よく言うのですが、○○小学校附属幼稚園というようなところ

まで持っていければ、保護者の期待も市民の税金を使っている意

味もあるかなと思うので。このまま先細りになっていくと、人口

減少、少子化というだけではなくて、少子化の中で私立と公立と

の園児の引っ張り合いみたいな形になると、果たしてこれでいい

のかなという気もありますから。 

望月委員 幼稚園と小学校の兼務は認定こども園のほうは除外して考え
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るのですか。それとも、制度的に認定こども園の中でも小学校の

校長は兼務できるのですか。 

 教育総務課長 基本的に、制度的には運用できますけれども、こども園につい

ては、今、カリキュラムの統一ですとか、４歳、５歳の教育の統

合ですとか、そういうような保育園と幼稚園の融合の部分で進め

ています。まだ確固たるものになっていない部分がありますの

で、これを進めるに当たってはこども園４園については外してい

きたいと思っています。 

教育長 ただ、先ほどから何度も言っているように、制度的にできるか

ら誰でもやればできるというものではなくて、やはり、信頼関係

とか、やる側だって、経験知あるいは過去に幼児教育に何らかの

形でかかわったとか、あるいは勉強していただかないと、保護者

が不安になってしまうと思います。 

昔、小学校長が幼稚園長をやるのは当たり前というようなとき

は、多分、任命された段階でそれが一つの使命というか当たり前

だったのでしょうね。今回は新たにということですから、恐らく、

これをやろうとした場合には、小学校長は幼稚園長を併任だと言

われたときには、それなりの覚悟もしていただかなければいけな

いし、それから勉強もしていただかなければならないとは思いま

すね。 

望月委員 私は基本的には賛成です。特に、金子教育長が秦野の教育委員

会の教育長になってから、いわゆる今までできていない小中の人

事交流を、当初は一般教諭で行い、それから管理職も行ってきた

訳ですね。学習指導の面も生徒指導の面も、主観的なものですけ

れども、それなりの成果が上がったのではないかと捉えていま

す。ですから、これから本市が目指している幼小中の一貫という

ことから考えても、これは非常に意義のあるものではないかと思

います。今お聞きすると、試行期間が２年くらいで、いろいろ検

証して、その結果、改善するところは改善しながら本格実施とい

うようなプロセスをとれば、さらにこれは良いと思います。 

それから、小学校の校長は非常に大変になると思います。負担

的にも、それから教育そのものも、幼児教育も勉強しなければい

けないし、小学校の義務教育も勉強しなければいけない。しかし、

大変だろうけれども、そのことをやることによって、校長先生自

身の教育に対する考え方も広まるだろうし、それがまた市全体に

も良い意味で影響が出てくるのではないかと思います。 

金子教育長は新しい風ということをおっしゃっていたのです

が、私は、それにプラス良い風が吹くのではないかという期待を

したいと思います。ですから、ぜひこれは、試行をするというよ
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うな条件を踏まえながら、積極的に進めていくことではないかと

思います。 

加藤委員 今後これは議案になって議会にかけられていくものなのです

か。 

 教育総務課長 先ほど教育長からありましたように、この協議で出していただ

いて、できれば皆様の協議が整ってこの方向で進みますというこ

とであれば、ぜひ今年度の４月１日からの研究指定ということで

市内２校程度を指定して、２年間の試行をしてみたいというよう

なことで、それをまず議案として出す。あわせて規則改正の議案

も当然ここに入りますので、そのような計画の議案と人事の議

案、それから規則改正の議案を３月に出していただくようになり

ます。 

委員長 ３月の教育委員会で審議して間に合うのですか。 

 教育総務課長 教育委員会会議でこの協議の方向性を出していただきました

ので、これからは、学校、幼稚園、それから地域、ＰＴＡ、地域

の人、この人たちの理解を得るためのアプローチをしていく。そ

れで、最終的には３月の教育委員会会議の中に提案をさせていた

だくという格好となります。 

教育長 前に公共施設の白書をご紹介したと思います。ご覧になってお

分かりかもしれませんが、例えば、上幼稚園の園児は一人通園し

てくると１日八千円の税金がかかっているのです。ところが、他

の幼稚園は二千円から三千円と全然違います。そのように、同じ

公立幼稚園の園児でも税金の投入額がこんなに違う訳です。教育

的なことは全く無視してお金だけ計算するとそのようなことに

なる。 

我々は教育をやっていますから教育的な視点から物を見るの

ですが、経済的な視点というか、数字で見る人からは「こんな費

用対効果はひどい、だからやめてしまえ」というようなことが出

てもおかしくない論議なのです。いずれそのようなことが出てく

ると思います。そのような議論になったときに私たちが「お金の

問題はそうかもしれないけど、幼児教育はこういう大事なものが

あるのです。これを何とか小学校につなげていくための方策を講

じなければいけない。だからそこはご理解ください」と言うとき

に、八千円と二千円を比べて、それをただ理解してくれ、理解し

てくれでは説得力がないと思うのです。 

ですから、そのような意味で、幼小の一貫教育をやる。管理職

を併任することによって多少なりともそういう批判を軽減でき

る。それもあるのです。もちろんそれが第一義的ではないのです

が、これから財政が厳しい中で、先ほど言ったように公立幼稚園
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を持続可能なものにするための苦労とか努力は、我々がしなけれ

ば、結局、理想的なことばかり言っていても、おしりに火がつい

たときに誰が責任をとるんだということになりますので、これは

市長とも話をしてきたところですし、また、そのようなことも

我々は考えないと世間の批判に耐え切れないという気はしてい

ますので、もちろん、教育の中身と同時にそういった公共施設の

白書に書かれた現実も踏まえながら方針を出していく必要があ

るだろうということです。 

委員長 それでは、ただいまの各委員の意見を尊重していただいて、今

後の資料の整理、あるいは議案の出し方等をご検討いただきた

い。 

続いて、「教科用図書採択検討委員会のあり方について」ご説

明をお願いいたします。 

 ―教育指導課長が「教科用図書採択検討委員会のあり方につい

て」説明― 

委員長 これは、ここで検討してどうするのですか。 

 教育指導課長 公開、非公開につきましては、その会議のあり方でございます

ので、ある程度方向性を持って、そしてまた調整等がございまし

たら、特に新たに議会提出とか具体的に法の改正はございませ

ん。ただし、教科用図書採択検討委員として教育委員が例えば傍

聴になるということになりますと、要綱の改正が必要ですので、

それにつきましては３月の教育委員会会議での議事になるかと

思われます。 

委員長 まず最初の教育委員を採択検討委員会委員とすることについ

て、採択検討委員とした場合、検討委員となる教育委員の人数及

びその立場についてということですが、まずそれからお伺いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

どこかを見ていたら、教育委員が全部入っているところもあり

ましたよね。 

教育長 平塚は全部ですね。中地区も、５人、５人、全部入っている。

つまり、採択検討委員会というのは、決めるのではなくて、た

しか、たくさんある中で絞り込んでいくような作業を行っている

と思うのですが。 

 教育指導課長 基本的には、平成１６、１７年度は、例えば５社提出された資

料の中から２、３社に絞る、あるいは評価が高かったものを教育

委員会に報告するという形で来ましたが、ここ２年間、ここでも

何回かお話しさせていただいたように、特別な教科書採択でござ

いましたので、従来使っていた教科書が妥当であるか否かという

観点で行いましたが、本来は絞り込むと考えております。 
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教育長 例えば、三つに絞り込まれたとします。他にまだ五つあるとし

ますね。それが三つに絞りこまれてきたとしても、教育委員会会

議では、「我々は、この三つよりも、こっちに残った五つの中の

これとこれがいいと思う」ということも可能な訳です。そうする

と、一体採択検討委員は何をやっているのだという話になる訳で

すよね。 

ですから、最終権限は教育委員が負っていますので、ここでや

る形になるのです。もちろん、採択検討委員会の意見具申ですか、

それは尊重されるべきだとは思うのですが。 

 教育指導課長 報告書という意味です。 

教育長 報告ですね。報告書は確かに尊重されるべきだろうし、十分参

考にはするけれども、だからといって、その中からしか選べない

ということではないと思います。そのようなことになったとき

に、教育委員は中に入っていたほうがいいのか、いなくてもいい

のかということになるのですが。 

従前は現場の意見を尊重してというところが中心だったので

すが、いわゆる歴史教科書問題が浮上してきてから、これについ

てはいろいろな視点で考えざるを得なくなってきているのも確

かなのです。ですから、さまざまな声というのはどういう視点に

立って要望を出されているか、そんなことも踏まえると、なかな

か、これが一番いいとか、これじゃだめだとは言いにくい。 

もっと言うと、例えばＡという教科書がいいと思っている人と

Ａという教科書は悪いと思っている人がいますよね。双方の立場

から、教育委員は入ったほうがいいとか悪いとか、あるいは公開

したほうがいいとか悪いとかというのは、Ａという教科書をどう

しても採択したいと思うと採択されやすい環境を作ろうという

ような考え方になりますから、そのためには公開がいいのか非公

開がいいのかとなって、そのような思いのために制度を変えた

り、それに対応せざるを得ないから、教育委員は何人がいいだの

いないほうがいいだの、公開するしないとなること自体、それで

いいのかなと。 

もっと純粋に、いろいろな考えの人がいてもいいけれども、そ

のような人たちの思惑とは関係ないところで純粋に教科書を採

択するには、どのような方法が良いかという視点で考えないと本

当はいけないのですが、どうもそこが混ざり込んでくると非常に

ややこしくなる。 

委員長 最終的に教育委員が責任を持って教科書を決定しようという

のであれば、それだけを考えてやるなら、検討委員会にかけなく

ても良いのですよね。なぜ検討委員会を入れるのかというと、や
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はり教育委員も専門的な議論を聞いておいたほうがいいだろう

と思います。その議論を教育委員会に多少反映させるというよう

な意味合いがあった訳ですよね。私は、そういう意味合いであれ

ば、今のやり方は良い方法だと思うのですが、曖昧さは残ります。

一方では、検討委員会も公開をしろというようなことになって、

公開するとなると、こういうところにあまりあいまいさみたいな

ものを残すのは良いことではなくなります。それでも検討委員会

の情報を委員が共有するという意味で出たほうが良いというこ

とであれば、教育委員は傍聴という立場で会議に参加する、なん

ていうのが理屈には合っているような気がしますけれども。 

私は、こういう会議は何でも公開してやればいいとは思わない

です。公開しないと疑われるなんていうことですから、どこかに

そういうことが書いてあったような気がしますけれども、疑義が

生じるとかどこかにありましたか。そういうことが起こるような

ことがむしろおかしい。私は、ここでは公開する必要はないと思

います。 

教育長 望月委員もそうなのですが、中学校教育に係わったとしても、

私は理科の教諭ですから、理科の教科書については、結構前の話

ですけど、大日本だとかいろいろなものを見てきましたし、若干

なりとも教科用図書についての経験値は持っています。 

しかし、数学はどうだ、国語はどうだと言われたら、分からな

いですよ。まして、中学校畑を来た人間にとってみると、小学校

の算数や国語が１年生から６年生まで全部頭の中に入っている

わけでもないし、比較検討した訳でもない。まして皆さんはそう

いう立場でレイマンコントロールとしている訳ですよね。その人

たちが、責任があると言われても、出版された教科用図書を小学

校１年生から中学３年生まで全教科、年度が別ですから、仮に小

学校１年から６年までの全教科のすべての出版社のものを全部

読み込んで、自分なりにこれがいい、これが悪いというジャッジ

をしなければ最終採択ができないとしたら、これは大変な作業に

なりますよね。 

そうすると、ある程度専門家と言われる人、あるいはいろいろ

な立場の人の意見が集約された調査検討委員会の報告を踏まえ

ながら、またそれを自分の目で見て確かめていくという作業、多

分、この委員会がなければ、この５人で合宿して、１週間、１０

日間、人を呼んで片っ端からやらない限りは、全部は頭に入り切

らない部分があるのではないかと思います。それでも採択しなけ

ればいけないのですから、そういう意味では、これはすごく重い

話なのです。 
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前にも言いましたように、そんなに教科書の中身に極端な差が

ないとすると、大体現場の声を聞いて、あとは我々もそういう声

なら良いでしょうと言っていたけど、価値観の違うような教科書

が出てきたことによって、教育委員や検討委員会における採択の

中身や方法が大きな議論を呼んでいるということは確かなんで

すね。 

ですから、極端に言うと、中学校の歴史教科書以外はそんなに

変わっていないとなると、今までどおりの方針でも誰からも文句

も出なければ特に異議もない、それぞれの良さがあるからあとは

扱い方だということで済んだけど、歴史教科書だけはそうはいか

なくなってきている。そのためにほかも全部影響を受けてくると

なると、どうも大変なことになっているなというのは確かです。

望月委員 藤沢は傍聴という立場で会議に参加しているというふうにあ

るのですけが、これは教育委員会の会議で決めるときには検討委

員の報告者がちゃんと報告するということですか。 

 教育指導課長 確認はしておりませんけれども、恐らくそのような決まりがあ

るだろうと推測しています。 

望月委員 私は、今のシステムでいいと思うのです。というのは、最終的

に教育委員会で決めるのですが、委員として出ていて、そして現

場の先生たちの意見をいろいろ聞いて、そしていわゆる検討委員

会でいろいろ話し合われたことをさらに教育委員会のほうへ伝

達し、そして最終的にこの会議で決めるということ、それには委

員として出ていたほうが良いのではないかと思うのです。小菅議

員さんから来たのは、それがプレッシャーになるというようなこ

とで、教育委員は入らないほうがいいという捉え方なのですか。

 教育指導課長 教育採択検討委員会のメンバーに入っていると、そこで出され

たものについては、教育委員会の採択会議のときに違う立場で話

すことができない恐れがあるというような観点でおっしゃって

いました。 

教育長 これについては、私は、今、何人とかどうするという結論を持

っていません。持っていないというよりも、いろいろなやり方が

あってもいいのかなという部分があるのです。 

ただ、採択検討委員会に委員としてこの５人から誰も出ていな

い、傍聴もしていない。そうすると、出てきた報告書を見て、そ

こから始まる訳ですよね。ここでこうなっているこの意見はどう

いう意味なのですかと質問をされた場合でも、この教育委員内部

では分からないから、誰か事務局が説明するしかないとは思いま

す。 

委員長 そういうことですよ。だから、教育委員が出ていれば、検討委
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員会ではこれについてどんな議論がされたのですかという話を

聞くことができる訳です。それは大変重要なことだと思います。

先ほど教育長がおっしゃったように、本当に教育委員が責任を持

って教育委員だけで決定しようと思ったら、それこそ１週間や２

週間合宿して関係の人を次々に呼んでやらなければならないこ

とにならざるを得ないと思うのですが、それほどのことができな

い現状から言えば、このような検討委員会で、先ほど申し上げた

ように、専門家やそれ以外の方が客観的な立場から言う人もいる

だろうし、そのような人たちが集まって議論する、それを一つの

参考にする。 

ただ上がってきたものを見るだけではなかなか全体像をつか

むことは難しいから、教育委員がそこに出ていくということは、

こちらの理屈からいけば良いことですが、先ほどのように、出て

いる教育委員が検討委員会に圧力をかけるというような心配が

あるなんて言われたら、そんなことはありませんと言うしかない

ですよね。 

教育長 他の地区では教育委員の数は問題になっていないですか。 

 教育指導課長 問題になっていないそうです。 

 教育総務部長 あのときに小菅議員が言われたのは、教育委員会が形骸化して

しまうのではないか、そのような言葉を使いましたね。あのフレ

ーズはよく覚えています。 

教育長 要するに、採択検討委員会で方向性が出てしまっている、その

うち３人もがそれに同意していると、ここでまたもう一回やり直

しの議論をやっているのが形だけになっているのではないかと。

 教育総務部長 そういう表現の仕方ですね。 

教育長 教育委員会会議が形骸化するのではないかというのは懸念だ

と思うのです。形骸化していると言われれば、それは、先ほどの

話のように、「いや、形骸化していない」と言えばいい訳で、心

配していただいている訳です。 

委員長 そこで決めてくる訳ではないですから。 

これはそもそも議会での質問から始まったのですか。 

 教育指導課長 そうです。議会の答弁としまして、教育委員会会議で協議を行

うという回答をしております。それから、事務局としても、今の

お話にありました２人、３人ということで、どちらかに有効性が

あるという意見は持っていないと思います。 

委員長 ３人でだめだということもないですよね。「うちはそれで引っ

張られることなんかありませんから」と言えばいいです。どうし

ても３人出したい訳ではないですが、言われたからじゃあ２人に

しますというのも、それでは今まで何かあったのかという話にな
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らざるを得ない。 

教育長 ３人というのは全体の中ではどのぐらいの比率ですか。 

 教育指導課長 教員が６、教育委員が３、保護者代表が２というバランスです。

教育長 私は事務局サイドというか教員上がりだとなったときに、レイ

マンコントロールの本当の意味での教育委員が２、保護者が２、

１１分の４だ。しかし、専門性を要求されるから大変ですよ、ど

れがいいかといったときに。保護者の人も困ってしまうのではな

いですか、意見を求められても。 

委員長 教科書の問題は、特に検討委員会は、かなり詳細な、しかも微

妙な議論が行われる。そのためには傍聴に関する規程等を整備す

る必要があると思います。 

 教育指導課長 ２回目のほうにつきましては、それらの整備の中である程度可

能な部分があります。ただ、１回目の会議で、先ほど申しました、

要するに、長い研究期間の間に調査員や採択検討委員会への影響

があるのではないかという懸念は、ルールでは解決できないもの

だと思います。 

委員長 公開にしても全然問題ないというのなら公開してもいいでし

ょうけれども。どうですか、採択検討委員をやって、あそこを公

開しても何でもないですか。 

加藤委員 私には分かりません。 

教育長 教科書採択にあまり関心のない人にとっては、公開されようが

非公開だろうが、どちらでも良いと思います。非常に関心のある

方にとっては、公開されるかどうかということもあるけど、誰が

何を言っているのかということに重きが行くと、氏名が明らかに

なり、所属が明らかになった後、その人に対して例えば手紙を送

ったり電話したりということが全くなければ良いのですが、思い

の強い人はそういうことで自分たちの思いを遂げようとする。あ

るいは、陳情だとか反対だとかがその個人のほうに行くことで迷

惑が絶対ないという保証があれば良いのですが。これは期間が長

いのでしょう、公開されてから。 

 教育指導課長 はい。 

委員長 これは、規程とか規則とかに係わる訳ですね。 

 教育指導課長 特に規程には係わりませんが、先ほど言ったように、情報を３

市２町で共有しておりますので、その辺が問題になります。 

委員長 そうすると、１番のように４月に決定すればいいという話では

なくて、ここで決めたほうがいい。 

 教育指導課長 はい、お願いします。 

教育長 ３市２町で情報を共有していると、秦野だけが先んじて公開す

ると、他の２市２町が非公開にしていても、結局非公開の意味が
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ないということになる。 

 教育指導課長 １回目は要するに採択検討委員会のメンバーと調査員のメン

バーが公情報になるということですので、それは秦野だけの問題

ですけれども、調査員名や調査資料を共有していますので、その

辺が。 

さまざまな会議の開催時期がずれております。もし秦野が早い

うちにやったら、その情報がすべてほかの地区で非公開にしてい

る会議より先に入っていくという懸念がございます。 

教育長 具体的にはどのような情報ですか。委員の名簿ですか。 

 教育指導課長 委員の名簿、調査員の名簿です。 

教育長 調査員というのは秦野の先生だけではないです。平塚の何々小

学校の何々先生とか、そのような調査員の名前が全部出ている訳

ですね。 

 教育指導課長 はい。 

教育長 教科書、算数は誰々って出ているんですか、調査員として。 

 教育指導課長 平成１６年、１７年度のときは、その一覧表がございまして、

その名簿が対象になりました。ただし、去年、一昨年は、特殊な

せいもありましたので、去年の場合は秦野だけの名簿も作りまし

た。本来は全員が載るような名簿が作られます。 

教育長 それを秦野が公開すると、資料として提示されるから、傍聴の

人が見ることができる訳ですよね。ところが、平塚や大磯や二宮

や伊勢原は非公開にしている。向こうが非公開の情報を秦野が先

に公開してしまうということになる訳です。 

そうすると、採択検討委員ではなくて調査員の名前が全部、平

塚の先生の名前とか、大磯、二宮、伊勢原の先生の名前が出てし

まう訳です。その人たちは自分の名前が公開されることを望んで

いないかもしれないです。そうすると、そのようなものを秦野が

先んじて公開してしまうということになる訳ですよね。そこで足

並みをそろえたほうが良いということですか。 

 教育指導課長 総合的に考えて、３市２町は情報に関しては同一歩調で考えて

いきましょうという形で来ております。 

委員長 検討委員会ではいくつかに絞ってくる訳です。その情報は早く

外に出る訳ですね。 

 教育指導課長 採択検討委員会で審議された内容や報告書、あるいは今申し上

げた名簿、あるいは調査員が作る資料は、ある程度採択手順が終

わった８月下旬から９月上旬に３市２町で一斉に公開するとい

うことになっています。 

委員長 正式な資料はそうだけれども、情報は出ますよね。 

教育長 採択検討委員や今の調査員をお願いするときに、公開されます
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という前提でお願いするのか、公開されませんという前提でお願

いするのかによっても違うのではないですか。 

 教育指導課長 はい。 

教育長 今まではどのようにお願いしているのですか。「公開されるな

ら私は嫌です」と言われたら、拒否できる訳でしょう。 

 教育指導課長 そうですね。今までは、非公開を前提にしてお話をしています。

教育長 ですから、ここで我々が公開にしましょうと決めてしまって、

それで秦野市として検討委員をお願いして、「全てあなたの発言

は傍聴が聞くことになりますけど、よろしいですか」と言って、

「それでは嫌だ」と言われたらどうなってしまうかということで

す。 

委員長 公開については予測される問題がまだたくさんある。ですか

ら、ここではまだ公開には踏み切らないということで良いのでは

ないですか。 

教育長 委員さんたち、私も含めて、何がどうなるかが分からないで公

開か非公開かでは、意見が言えないのではないかと思います。今

のような具体的なものがもう少しないと議論にならない。公開で

も委員は受けざるを得ないのかどうかとか、そういうこともある

のですが。 

 教育指導課長 要綱に規定してある以上、それでも受けてもらうことになるの

かなと想定で考えられます。ただ、そこに出ての発言にかなり抑

制がかかる可能性はあると考えます。 

委員長 決めるのは教育委員会が決めて、それは公開をしている訳だか

ら、その前の段階で絞ってきた情報がみんな公開されてしまうの

は、良いことではないですか。 

望月委員 どうしても知りたいなら教育委員会に出ればいい訳でしょう、

教育委員会会議傍聴で。 

委員長 そうです。 

望月委員 ここであえて公開する必要はないのではないですか。 

委員長 そう思いますけど。いかがですか。 

髙槗委員 今まで弊害が出ていないのであれば、別に何ら変える必要はな

いと。 

委員長 それを求めている人たちにとっては弊害があるのでしょうね。

教育長 弊害はないと思いますよ。３人出るとか、非公開がゆえに弊害

だとは思っていない。 

教育長 これは結論を出すのですか。 

 教育指導課長 協議ではありますけれども、先ほど、１番のほうはある程度方

向性が出たと思います。２番も方向性は出していただきたい。要

するに、是非は出していただきたいと思います。 
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教育長 合議制ですから、皆さんで意見を出し合って集約するしかない

と思うのですが、加藤委員は公開したほうがいいと。 

加藤委員 公開、非公開の問題に関しましても、大きな問題点が出ての協

議になっている訳ではないということを勘案すると、先ほどの人

数の件もそうですけれども、増やしても減らしてもベストな結果

はなかなか出てこないと思うので、現状で問題が出ていないので

あれば、これを動かすには何らかの意図が働いてしまうという印

象を持たざるを得ませんので、私は現状維持で問題ないと思って

います。 

教育長 全体としては、そのような感じですね。 

委員長 それでは、大体そういう方向だということでよろしいですか。

 ―異議なし― 

 ただ今から秘密会としますので、関係者以外の退室を求めま

す。                 〔午後５時１５分〕 

 ―関係者以外退室― 

 〔削  除〕 

望月委員長職務代理 以上で２月定例教育委員会会議を終了いたします。 

 〔秘密会午後６時００分終了〕
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